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○保安林の指定に関する予定 ································· （森林保全課）  1 
  公  告 
○道路の位置の指定 ············································· （建築課）  1 
○道路の位置の指定 ············································· （ 〃 ）  2 
○道路の位置の指定 ············································· （ 〃 ）  2 
○大津都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変

更に係る公聴会の開催 ····································· （都市計画課）  2 
○公共測量の実施 ··············································· （監理課）  3 
○公共測量の実施 ··············································· （ 〃 ）  3 
○都市計画法による開発行為に関する工事の完了 ··················· （建築課）  3 
○都市計画法による開発行為に関する工事の完了 ··················· （ 〃 ）  4 
 
 



2 

号1
1
 

nu

口
い
ド

ワ
山
つ
り

第

月

律

0

8

法

た

)

年
つ
年

5
行

1

号

2
り
2

5
和
お

0

3
昭
と

2

5

(
の

(

第
法
次
年

告
準
を

3

公
基
定
和

県
築
指
令

本
建
の

熊

置

第 1304 9号

第 42条第 1項第 5号の規定による道路の位

幸日λ¥ 
..L二、県本

恒
己
、
、

p
t
E
上火曜令和 3年 (2021年)8月 3日

夫郁島蒲熊本県知事

でまレyノ
T
h
l
 

一

日

メ

9

A

吐ハ
U

1

i

1

番

0

月

地

1

・

7
号

番

3

5

)

8

8

8

ら

年

0

3
杜
下
か
ル

1

1

3
会
竹
ル
ト

2
第

口
式
上
ト
一

O
建

開
株
宇
一
メ

2
景

野
イ
寺
メ

6
(
北

市
エ
西

0

9
年
令

池
一
市

0

・
3
指

菊
コ
池
・

3
和
県

菊
4

4
令
本

所

名

熊

住
氏
置
員
長
日

の
の
位
幅
延
月
号

者
者
の
の
の
年
番

造
造
路
路
路
定
定

築
築
道
道
道
指
指

1
2
3
4
5
6
7
 

第 4 2条第 1項第 5号の規定による道路の位号1
1
 

ハU

口い

つ

臼

つ
d

第

月

律

0

8

法

た

)

年
つ
年

5
行

1

号

2
り
2

6
和
お

0

3
昭
と

2

5

(
の

(

第
法
次
年

告
準
を

3

公
基
定
和

県
築
指
令

本
建
の

能
…
晋
一

夫郁島蒲熊本県知事

立
日の路水び

日

及

9

4

1

 

1
グ

番

月

地
ン

5

7

号

番
ジ

8

)

9

3
ウ

7

年
0

7

ハ
1

ル
1

1

1
や
本
ル
ト

2
第

寺
、
ず
坂
ト
一

O
建

願
か
宇
一
メ

2
景

立
社
名
メ

O

(
北

市
会
玉

0

0
年
令

名
式
市

0

・
3
指

玉
株
名
・

2
和
県

玉
6

5
令
本

所

名

熊

住
氏
置
員
長
日

の
の
位
幅
延
月
号

者
者
の
の
の
年
番

造
造
路
路
路
定
定

築
築
道
道
道
指
指

1
2
3
4
5
6
7
 

熊本県公告第 537号
都市計画の案を作成するので、都市計画法(昭和 4 3年法律第 100号)第 16条第 1

項及び熊本県都市計画公聴会規則(昭和 4 5年熊本県規則第 4 7号)第 2条の規定により
公聴会を次のとおり開催する。

令和 3年(2 0 2 1年) 8月 3日
夫

日時
令和 3年(2 0 2 1年) 9月 1日(水)午後 7時から午後 9時まで
ただし、公述の申出がない場合は開催しない。
場所
菊池郡大津町大字引水 62 
大津町生涯学習センタ一文化ホール
意見を求める都市計画の原案
大津都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更(原案)のとおり(当

該原案の添付は省略し、令和 3年(2 0 2 1年) 8月 13日(金)から令和 3年(2 0 
2 1年) 8月 27日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く午前 8時 30分から午後 5時
1 5分まで)熊本県県北広域本部土木部技術管理課、熊本県土木部道路都市局都市計画
課及び大津町都市整備部都市計画課において閲覧に供する。)

4 公述の申出について
大津都市計画区域内に住所を有し、公聴会において意見を述べようとする者は、公述

申出書(別記様式)に記入の上、持参、郵送又は電子メールで次により提出すること。
( 1 )持参により提出する場合

令和 3年(2 0 2 1年) 8月 27日(金)午後 5時 15分までに熊本県県北広域
本部土木部技術管理課、熊本県土木部道路都市局都市計画課又は大津町都市整備部
都市計画課に提出すること。

( 2 )郵送又は電子メールにより提出する場合
令和 3年(2 0 2 1年) 8月 27日(金)午後 5時 15分必着で、熊本県県北広

域本部土木部技術管理課まで提出すること。
干 86 1 - 1 331菊池市隈府 1272-10
e-mail hokudogikan25@pref. kumamoto. 19. jp 

公述人の選定について
公述申出書を提出した者は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、同

種の趣旨の意見を有する者が多数あるときその他公聴会の目的を達成するために知事が
必要と認めるときは、公述人の数又は時間を制限することがある。また、意見の内容が
今回の案件に関係がない場合は、公述できない。どちらの場合も、その旨を本人に通知
する。

なお、公述人が陳述する際は、
該範囲を超えではならない。

6 傍聴について

当

有日

公述申出書の内容に準じて意見を述べるものとし、

島蒲熊本県知事
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3 

公聴会は、原則として自由に傍聴できる。ただし、希望者が多数の場合又は新型コロ
ナウイルス感染拡大防止の観点から必要と認める場合は、入場を制限することがある。

7 公聴会に関する問合せ先
熊本県県北広域本部土木部技術管理課
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電話: 0 9 6 8 - 2 5 - 2 1 6 5 
FAX: 0 9 6 8 - 2 5 - 4 2 1 9 

(別記様式)

日8月( 2 0 2 1年)令和 3年

様

公述申出入

住所

氏名

年齢

職業

電話番号

夫有.~島蒲熊本県知事

書

私は、令和 3年(2 0 2 1年) 9月 1日に開催される大津都

市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更に関す

る公聴会で、下記のとおり意見を公述したいので申し出ます。

記

(別紙可)

出由
-述ノノ ¥ 

..L二、

400字以内で簡潔に記載

に不足が

意見の要旨及び理由

※ 公述申出書は、
すること。

※ 記載内容(住所、氏名、年齢、職業、電話番号、意見の要旨及び理由)
あるときは公述できない場合があるため、漏れなく記入すること。

意見の要旨及び理由は、A4半Ijとし、
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同 1720番 1、
同 1725番 及

郁島

同 1719番 1、
同 1724番 2、

蒲熊本県知事
開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積
荒尾市野原宇前田 1716番 1、同 1717番 2、

同 1722番 1、同 1723番 1、同 1724番 1、
び同 1726番

2， 960.65平方メートル
開発許可を受けた者の住所及び氏名
東京都千代田区二番町 8番地 8
株式会社セブン イレブン・ジャパン

(名称)

1 

2 
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